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高 松市 監 査 委 員 告示 第 ２号  

 

 地方 自 治 法 第 １９ ９ 条第 ２ 項 ， 第 ５項 お よび 第 ７ 項 の 規定 に より 監 査 を 実 施

し たの で ， そ の 結果 に 関す る 報 告 お よび 意 見を ， 同 条 第 ９項 お よび 第 １ ０ 項 の

規 定に よ り ， 次 のと お り公 表 し ま す 。  

 

平 成２ ４ 年 ２ 月 ２０ 日  

 

高 松市 監 査 委 員   吉   田   正  己  

同        山  下    稔  

同               波  多    等  

同               森  谷  忠  造  

 

平 成２ ３ 年 度 財 政援 助 団体 等 監 査 の 結果 報 告 等 に つ い て  

 

第 １   公 の 施 設 の指 定 管理 者 （ 穴 吹 エン タ ープ ラ イ ズ 株 式会 社 ）監 査 の 結 果 に

関 する 報 告 お よ び意 見  

１  監 査 の 結 果 に関 す る報 告  

(１ ) 監 査 の 対 象お よ び期 間  

対           象  

期   間  
部 局お よ び 団 体  事     務  

産 業 経 済 部  

商 工 労 政 課  

平成２２年度および平成２３年 

４月１日から同年１０月２５日 

までの穴吹エンタープライズ 

株式会社に対する公の施設の 

管理に係るものの出納その他 

の事務 
平成２３年１０月２６日

から平成２４年１月１６

日まで 

穴 吹 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 

株 式 会 社 

平成２２年度および平成２３年 

４月１日から同年１０月２５日 

までの公の施設の管理に係る 

ものの出納その他の事務 

 

○写  
（案）  



 2 

(２ ) 監 査 の 方 法  

平 成 ２２ 年 度 お よ び 平 成 ２３ 年 度 に 執 行 し た 当該 公 の 施 設 の 管 理 に

係 る 出 納 そ の 他 の 事 務 の 執 行 が ， 適 正 か つ 効 率 的 に 行 わ れ て い る か

ど うか を 主 眼 と して 実 施し た 。  

監 査 に 当 た っ て は ， 当 該 監 査 対 象 団 体 に 公 の 施 設 の 管 理 を 行 わ せ

て いる 産 業 経 済 部商 工 労政 課 お よ び 同団 体 から 関 係 書 類 の提 出 を求 め

る とと も に ， 説 明を 聴 取し て 実 施 し た 。  

 

(３ ) 公 の 施 設 の概 要  

ア  名 称       高松 テ ル サ  

イ  所 在 地      高松 市 屋 島 西 町２ ３ ６６ 番 地 １  

ウ  敷 地 面 積     １１ ， ４ ６ ７ ．８ ６ ㎡  

エ  建 築 面 積     ４， １ ７ ０ ． ０２ ㎡  

   オ  延 床 面積     １ ０ ， ９９ ３ ．８ ３ ㎡  

カ  建 築 構 造     鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付４階建 

キ  主 な 施 設 内 容    

１  階  ホ ー ル （ 固 定 席 ５ ０ ６ 席 ・ 車 い す 席 ５ 席 ） ， リ ハ ー サ ル

室 ， 控 室 ， 展 示 ホ ー ル ， ト レ ー ニ ン グ 室 ， レ ス ト ラ ン ，

コ ーヒ ー ラ ウ ン ジ， ロ ビー ， フ ロ ン ト， 事 務室 等  

２  階  Ｏ Ａ 研 修室 ， 文化 教 養 室 ， 和室 ， エク サ サ イ ズ 室等  

３  階  会 議 室 ，研 修 室， 視 聴 覚 室 等  

４  階  宿 泊 室 （ 洋 室 シ ン グ ル １ １ 室 ・ ツ イ ン ８ 室 ， 和 室 ４ 人 用

２ 室・ ６ 人 用 ２ 室）  

塔  屋  エ レ ベ ータ ー 機械 室 ， 空 調 機械 室  

地  下  従 業 員 休憩 室 ，中 央 監 視 室 ，機 械 室， 電 気 室 ， 倉庫 等  

駐 車場  ２ ３ ０ 台  

ク  施 設 の 設 置 目的  

勤 労 者 等 に 対 し て 文 化 ， 教 養 ， 研 修 ， ス ポ ー ツ 等 の 場 を 提 供 し ，

も って そ の 福 祉 の 増 進 に寄 与 す る こ と  
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  (４ ) 公 の 施設 の 管理 に 関 す る 概要  

ア  公 の 施 設 の 指定 管 理者  

 穴吹 エ ン タ ー プラ イ ズ 株 式 会 社  

   イ  指 定 管理 者 の選 定 方 法  

  公 募 （ 利 用 料金 制 採用 ）  

ウ  指 定 期 間  

  平 成 ２ １ 年 ４月 １ 日か ら 平 成 ２ ６年 ３ 月３ １ 日 ま で  

エ  指 定 管 理 料  

  平 成 ２ ２ 年 度指 定 管理 料  ７ ９ ，８ ６ ６， ０ ０ ０ 円  

  平 成 ２ ３ 年 度指 定 管理 料  ７ ８ ，９ ５ １， ０ ０ ０ 円  

オ  管 理 運 営 業 務等 （ 基本 協 定 書 で 定め て いる 業 務 ）  

 (ア ) 使 用 許 可お よ び そ の 変 更 の 許可 ， 使用 許 可 の 取 消し な らび に 使

用 の停 止 に 関 す る 業 務  

 (イ ) 入 館 の 拒否 お よび 退 館 の 命 令 に 関 する 業 務  

 (ウ ) 高 松 テ ルサ の 維持 管 理 そ の 他の 規 則で 定 め る 業 務  

カ  管 理 運 営 に 係る 収 支の 状 況  

平 成２ ２ 年 度 管 理運 営 業務 収 支 決 算 書  

平 成２ ２ 年 ４ 月 １日 か ら平 成 ２ ３ 年 ３月 ３ １日 ま で  

(単 位  円 ) 

科     目  
金     額  

款  項  目  節  

１ 事 業 収 入    220,275,718 

 １事業収入   111,516,496 

  １ ホ ー ル 等 事 業 収 入  10,515,349 

  ２ 会 議 室 等 事 業 収 入  41,546,682 

  
３ ト レ ー ニ ン グ 室 等 

事 業 収 入  2,826,720 

  ４ 宿 泊 事 業 収 入  26,817,036 

   宿 泊 室 料 売 上  26,562,736 

   宿 泊 付 帯 売 上  254,300 

  ５ 自 主 企 画 事 業 収 入  20,662,550 

  ６ そ の 他 事 業 収 入  9,148,159 
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２ 委 託 金  

収  入    79,866,000 

  １ 市 委 託 金  79,866,000 

 ３ 諸 収 入    28,893,222 

  １ 諸 収 入  28,893,222 

   レ ス ト ラ ン 売 上  17,177,000 

   弁 当 売 上  1,162,765 

   宴 会 そ の 他  5,729,000 

   駐 車 場  1,919,100 

   そ の 他 売 上  2,905,357 

収 入 合 計 （ Ａ ） 220,275,718 

１ 事 業 費 用    219,164,788 

 １ 事業費用   219,164,788 

  １ 給 料  55,152,166 

  ２ 法 定 福 利 費  7,033,135 

  ３ 福 利 厚 生 費  1,570,470 

  ４ 報 償 費  12,754,946 

  ５ 退 職 引 当 金  ―  

  ６ 臨 時 雇 賃 金  9,091,657 

  ７ 維 持 管 理 費  133,464,414 

   光 熱 水 費  36,775,435 

   修 繕 費  3,114,228 

   消 耗 品 費  5,821,445 

   印 刷 製 本 費  995,840 

   委 託 費  57,312,883 

   賃 借 料 使 用 料  10,003,821 

   諸 経 費  19,440,762 

  ８ 公 課 費 負 担 金  98,000 

支 出 合 計 （ Ｂ ） 219,164,788 

差 引 （ Ａ ） ― （ Ｂ ） 1,110,930 
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キ  施 設 利 用 者 数                 

（ 単位  人 ）  

区     分  
平成 22 年 度  

(Ａ )  

平成 21 年 度  

(Ｂ )  

増  減  

(Ａ )－ (Ｂ )  

会 議室 ・ 研 修 室 等  214,339 202,272 12,067 

ホ ール ・ リ ハ ー サル 室 等  88,287 58,434 29,853 

ト レー ニ ン グ 室  7,094 6,118 976 

宿 泊者 数  6,395 4,824 1,571 

レ スト ラ ン  24,051 25,426 △     1,375 

利 用延 べ 人 数  340,166 297,074 43,092 

 

(５ ) 監 査 の 結 果  

監 査 の 結 果 ， 所 管 部 局 お よ び 監 査 対 象 団 体 の 出 納 そ の 他 の 事 務 に

つ い て は ， お お む ね 適 正 に 処 理 さ れ て い た が ， 別 記 の と お り ， 所 管

部 局 お よ び 監 査 対 象 団 体 の 事 務 の 一 部 に 改 善 を 要 す る 事 項 が 認 め ら

れ ， ま た ， 監 査 対 象 団 体 の 事 務 に 関 し て ， 監 査 委 員 の 意 見 を 付 す る

も ので あ る 。  

な お ， 所 管 部 局 お よ び 監 査 対 象 団 体 の 改 善 を 要 す る 事 項 に つ い て ，

措 置 を 講 じ た と き は ， 地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ ２ 項 の 規 定 に よ り ，

そ の旨 を 監 査 委 員に 通 知さ れ た い 。  

今 後 と も ， 法 令 等 を 遵 守 し ， よ り 一 層 ， 厳 正 か つ 適 切 な 事 務 の 執

行 に努 め ら れ た い。  

 

(６ ) 今 回 の 監 査で 指 摘し た 事 項  

ア  所 管 部 局 （ 産業 経 済部 商 工 労 政 課 ） に 対す る も の  

(ア ) 履 行 確 認 に係 る 事務 処 理 を 適 正に す べき も の  

高 松 市会 計 規 則 第 ８ ２ 条 第１ 項 は ， 前 金 払 を した も の で 契 約 の

相 手 方が 義 務 を 履 行 し た とき は ， 主 管 の 長 は ，そ の 事 実 を 確 認 し

て ， 履行 確 認 票 に よ り ， その 旨 を 市 長 に 報 告 しな け れ ば な ら な い

と 規 定し て い る が ， 高 松 テル サ に 係 る 平 成 ２ ２年 度 指 定 管 理 運 営

委 託 料は 前 金 払 を し て い るに も か か わ ら ず ， 履行 確 認 票 に よ る 報
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告 が され て い な い の で ， 今後 は ， 同 項 の 規 定 によ り ， 適 正 に 事 務

処 理さ れ た い 。  

(イ ) 管 理 業 務 の細 目 を定 め る べ き もの  

高 松 テ ル サ の 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書 第 ３ 条 は ， 指 定 管 理 者

に 行 わ せ る 管 理 業 務 の 細 目 は ， 別 に 年 度 ご と に 締 結 す る 年 度 協

定 に 定 め る と こ ろ に よ る と し て い る が ， 平 成 ２ ２ 年 度 お よ び  

２ ３ 年 度 の 年 度 協 定 書 に は ， そ の 細 目 が 定 め ら れ て い な い の で ，

今 後 は ， 年 度 協 定 に お い て 細 目 を 定 め ， 管 理 業 務 の 範 囲 を 明 確

に され た い 。  

(ウ ) 基 本 協 定 書と 仕 様書 の 整 合 性 を図 る べき も の  

高 松 テ ル サ の 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書 第 １ １ 条 は ， 指 定 管 理

者 は ， 毎 年 度 終 了 後 ， 速 や か に 管 理 業 務 に 関 す る 事 業 実 績 報 告

書 を 作 成 し ， 翌 年 度 の ４ 月 末 ま で に 市 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い と し て い る が ， 高 松 テ ル サ 管 理 業 務 仕 様 書 で は ， 同 報 告 書 は ，

当 該 事 業 年 度 終 了 後 ２ か 月 以 内 に 提 出 す る こ と と し て お り ， 提

出 期 限 の 定 め に 差 異 が 生 じ て い る の で ， 基 本 協 定 書 と 仕 様 書 の

内 容に 整 合 性 を 図ら れ たい 。  

(エ ) 事 業 計 画 書 を 受 理し ， 内 容 を 検証 す べき も の  

高 松 テ ル サ の 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書 第 １ ２ 条 は ， 指 定 管 理

者 は ， 毎 年 度 ， 事 前 に 市 と 十 分 調 整 を 図 り ， 次 年 度 の 事 業 計 画

書 お よ び 収 支 予 算 書 を 作 成 し ， 市 に 提 出 し な け れ ば な ら な い と

し て い る が ， 指 定 管 理 者 か ら ， 毎 年 度 ， 収 支 予 算 書 の 提 出 は 受

け て い る も の の ， 事 業 計 画 書 の 提 出 を 受 け て い な い の で ， 今 後

は ， 事 業 計 画 書 の 提 出 を 指 導 す る と と も に ， 基 本 協 定 書 等 に 基

づ き適 切 な 管 理 運営 が 行わ れ る か ， その 内 容を 検 証 さ れ たい 。  

イ  監 査 対 象 団 体 （ 穴 吹エ ン タ ー プ ライ ズ 株式 会 社 ） に 対す る もの  

事 業費 用 に 係 る 経費 計 上 を 適 正 に す べき も の  

平 成 ２ ２ 年 度 高 松 テ ル サ に 係 る 事 業 費 用 と し て 計 上 さ れ た 維 持

管 理 費 の う ち ， 賃 借 料 使 用 料 ・ 諸 経 費 に つ い て ， 翌 年 度 分 の 経 費

が 計 上 さ れ て い る も の お よ び 支 出 科 目 が 誤 っ て い る も の が 見 受 け
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ら れた の で ， 今 後は ， 適正 な 経 費 計 上に 努 めら れ た い 。  

 

 ２  監 査 の 結 果に 付 する 監 査 委 員 の意 見  

   監 査 対 象 団体 （ 穴吹 エ ン タ ー プラ イ ズ株 式 会 社 ） に対 す るも の  

利 用料 金 の 減 免 の取 扱 いに つ い て  

高 松テ ル サ 条 例 第１ ０ 条は ， 指 定 管 理者 は ，特 に 必 要 と 認め る とき は ，

利 用料 金 を 減 額 し， ま たは 免 除 す る こと が でき る と 規 定 して い るも の の ，

高 松テ ル サ 指 定 管理 者 募集 要 項 で は ，事 前 に市 の 承 認 を 得て ， 利用 料 金

減 免の 基 準 を 設 ける こ とが で き る と して い る こ と か ら ， 今後 ， 利用 料 金

の 減免 の 基 準 を 設け る 際に は ， 事 前 に市 の 承認 を 得 ら れ たい 。  

 


